
新築住宅に比べて、以下の点について十分ではない。

【既存住宅流通】

①既存住宅の品質や性能についての情報

・スケルトン（構造）やインフィル（設備）についての性能、劣化状況等の情報

②既存住宅取得後の保証等

・取得後の瑕疵や不具合に対する保証や保険

【リフォーム市場】

①リフォーム工事の品質や性能についての情報

・リフォーム前後のスケルトンやインフィルの品質、性能の情報

②リフォーム事業者に関する情報

・安心して工事を依頼するための事業者に関する情報

③リフォームの見積内容や追加費用についての情報・妥当性

・見積や施工段階での追加負担についての情報と妥当性

④リフォーム工事に対する保証等

・ﾘﾌｫｰﾑ工事後の瑕疵や不具合に対する保証や保険

＜現状の課題＞

・「作っては壊す」社会からストック型社会へ（既存住宅の活用・流通へ）
・リフォーム市場の伸び悩み（消費者が安心してリフォームを頼める市場整備）

・「作っては壊す」社会からストック型社会へ（既存住宅の活用・流通へ）
・リフォーム市場の伸び悩み（消費者が安心してリフォームを頼める市場整備）

①リノベーションビジネス

既存住宅を、棟全体でトータルにリフォーム

し、新築に比べて割安で分譲。

②リフォームプラン付き中古住宅販売

既存住宅に、購入者の好みに合わせた複数

のリフォームプランを付した中古住宅の分譲。

③地元工務店等による既存住宅の診断・トータ

ルリフォーム（ホームドクター）

地域に密着した大工・工務店による日常的

な診断、リフォーム等のｻｰﾋﾞｽの提供

①リノベーションビジネス

既存住宅を、棟全体でトータルにリフォーム

し、新築に比べて割安で分譲。

②リフォームプラン付き中古住宅販売

既存住宅に、購入者の好みに合わせた複数

のリフォームプランを付した中古住宅の分譲。

③地元工務店等による既存住宅の診断・トータ

ルリフォーム（ホームドクター）

地域に密着した大工・工務店による日常的

な診断、リフォーム等のｻｰﾋﾞｽの提供

＜背景＞

＜新たなビジネスの展開＞

（１）既存住宅の流通を促進するための具体的な仕組み
（２）消費者が安心してリフォームを行えるようにするための具体的な仕組み

（１）既存住宅の流通を促進するための具体的な仕組み
（２）消費者が安心してリフォームを行えるようにするための具体的な仕組み

＜新たな方策の検討＞

既存住宅の流通の促進及びリフォーム市場の整備について既存住宅の流通の促進及びリフォーム市場の整備について

資料３



既存住宅流通における課題

スケルトン（基本性能・躯体）
の性能に対する不安

価格の妥当性等に
関する不安

資金調達に
対する不安

税金負担に対する不安

①建設当時の品質が不安
②どの程度劣化しているか不

安
③インスペクションのメリット
がよくわからない

フラット３５
住宅ローン減税（要件有り）

物件選択が限定的、高コスト

既存住宅の売却が容易でない

需要が限定的
（新築に比べて消極的な選択）

供給が限定的未成熟な市場
（不十分な消費者保護）

未成熟な市場
（不十分な消費者保護）

市
場
の
成
熟
化
へ

市
場
の
成
熟
化
へ

【課題への対応】

品質・性能に関
する情報が不十
分（品質・性能に
見合った価格設
定が未整備）

第三者保証・保
険制度
が不十分

【課題】 【課題】【新築の場合】

建築基準法
住宅性能表示制度
瑕疵保証・保険

※個人が売主の場合は
殆ど無い

新品
オプション注文も可能

多くの選択肢の中から
比較が可能

→性能に大きな差がない
ことが前提

インフィル（設備、間取り）
への不安

購入後の保証に対する
不安

フラット３５
住宅ローン減税

価格に見合う性能があるか
よく分からない

・自分の好みに変更したい
・内装は新しいものにしたい
・設備の劣化がよくわからない
※購入後にどんなリォームがどの

程度の費用で可能か

不具合、瑕疵があった場合
の保証が欲しい

１．既存住宅のインスペクション（検査）
制度の整備
①制度の整備
②インスペクションへのメリット付与
③多様な方式のインスペクション
（例）
a.簡易な検査

（保険の検査レベル）
b.ある程度詳細な検査

（既存住宅性能表示レベル）
c.詳細な検査

（精密診断レベル）

２．売主による保証と第三者による保
証・保険制度の充実

１．既存住宅のインスペクション（検査）
制度の整備
①制度の整備
②インスペクションへのメリット付与
③多様な方式のインスペクション
（例）
a.簡易な検査

（保険の検査レベル）
b.ある程度詳細な検査

（既存住宅性能表示レベル）
c.詳細な検査

（精密診断レベル）

２．売主による保証と第三者による保
証・保険制度の充実

既存住宅売買とリフォームの
組み合わせへも対応

既存住宅売買とリフォームの
組み合わせへも対応

【現状認識】

《消費者側》 《売主側》

しっかりした維持
管理・リフォーム
をしても適正に評
価されないことへ
の不満

限定的な
瑕疵保証期間

引渡後の瑕疵担
保責任・クレーム

が心配

転居先に相応しい既存住宅が少ない

＋



リフォームにおける課題

工事前と後の品質・性能
の差がわからない

提示された工事
が適切か不安

事業者の選択への不安

リフォーム工事に対応
した品質・性能の比較
制度がない

瑕疵保証、第三者保
証・保険が不十分

消費者は不安を
抱えたまま発注

リフォーム工事の
質や事業者の能力
が適正に評価され
ないことへの不満
※悪質リフォーム
事件による事業者
への信頼度低下

工事後の瑕疵保証・
クレームへの不安

需要が限定的
課題を抱えたままで

参入が活発化

市
場
の

成
熟
化
へ

市
場
の

成
熟
化
へ

【課題への対応】

・品質・性能に関す
る評価・情報提供
方法が不十分

・リフォーム事業者
に関する評価・情
報提供方法が不
十分

第３者保証・保険制度
の未整備

【課題】 【課題】

悪質リフォーム事業者
を見分ける方法がない。
リフォーム事業者の選
別基準がない。

新築受注の減少にともない、リフォーム工事への
事業ウエイトが増大

一方で

リフォーム工事のチェッ
ク制度が不十分

工事完了後の瑕疵保証
への不安

【新築注文住宅の場合】

建築基準法
住宅性能表示制度
瑕疵保証・保険

※建設業許可を有しない
事業者が工事を行うこと

は少ない。

新品
オプション注文も可能

価格が妥当か、追加費
用の発生・妥当性が不安

価格の妥当性のチェッ
ク制度が不十分

・多くの選択肢
・追加費用は原則発生しない

建設業許可（1500万円以上）
一定の資金調達・技術が必要

１．リフォーム工事の評
価・表示制度の整備

２．請負業者による保証
と、第三者による保証・
保険制度の充実

３．リフォーム事業者の能
力を適正に評価するた
めの制度

４．価格の妥当性につい
ても評価

１．リフォーム工事の評
価・表示制度の整備

２．請負業者による保証
と、第三者による保証・
保険制度の充実

３．リフォーム事業者の能
力を適正に評価するた
めの制度

４．価格の妥当性につい
ても評価

悪質リフォーム
事業者・事案の

公表

悪質リフォーム
事業者・事案の

公表

【現状認識】

適切なリフォームを
しても住宅の価値が

上がらない

適切にリフォームが評
価される仕組みが不十
分（リフォームして将来
高く売りたい）

既存住宅
流通の課題

既存住宅
流通の課題

※実績は閲覧可能

《消費者側》 《事業者側》

未成熟な市場
（不十分な消費者保護）

未成熟な市場
（不十分な消費者保護）



住宅市場整備に関する施策について

新築段階 リフォーム 中古売買

【情
報
提
供
】

【保
証
】

【
履
行
確
保
】

【融
資
】

【税
制
】

【
ト
ラ
ブ
ル
対
応
】

住宅性能評価制度（新築）
【住宅品質確保法】

住宅性能評価制度（新築）
【住宅品質確保法】

新築住宅に係る１０年間の瑕疵担保責任（構
造＋雨水防水）

【住宅品質確保法】

新築住宅に係る１０年間の瑕疵担保責任（構
造＋雨水防水）

【住宅品質確保法】

建設業者、宅建業者に対する保険・供託の
義務付け

【住宅瑕疵担保履行法】

建設業者、宅建業者に対する保険・供託の
義務付け

【住宅瑕疵担保履行法】

フラット３５
【住宅金融支援機構法】

フラット３５
【住宅金融支援機構法】

・住宅ローン減税
・投資減税（長期優良住宅）

・住宅ローン減税
・投資減税（長期優良住宅）

紛争処理制度
（建設性能評価、保険付住宅）

【住宅品質確保法】
【住宅瑕疵担保履行法】

紛争処理制度
（建設性能評価、保険付住宅）

【住宅品質確保法】
【住宅瑕疵担保履行法】

住宅性能評価制度（既存）
【住宅品質確保法】

住宅性能評価制度（既存）
【住宅品質確保法】

宅建業者が売主の場合、
２年間の瑕疵担保責任

【宅建業法】

宅建業者が売主の場合、
２年間の瑕疵担保責任

【宅建業法】

既存住宅保証制度（保険法人）
【住宅瑕疵担保履行法】

既存住宅保証制度（保険法人）
【住宅瑕疵担保履行法】

フラット３５
【住宅金融支援機構法】

フラット３５
【住宅金融支援機構法】

・住宅ローン減税
・住宅ローン減税

紛争処理制度
（性能評価住宅（既存））
【住宅瑕疵担保履行法】

紛争処理制度
（性能評価住宅（既存））
【住宅瑕疵担保履行法】

・住宅ローン減税
・投資減税（省エネ、バリアフリー、耐震改修）

・住宅ローン減税
・投資減税（省エネ、バリアフリー、耐震改修）

既存住宅のインスペクション
既存住宅のインスペクション

リフォーム工事（スケルトン、インフィル）の
評価・表示

リフォーム工事（スケルトン、インフィル）の
評価・表示

加入要件の緩和、
内容の充実

加入要件の緩和、
内容の充実

リフォーム工事契約の瑕疵担保責任（保証）
リフォーム工事契約の瑕疵担保責任（保証）

基金によるリスク・負担軽減
基金によるリスク・負担軽減

リスク負担軽減
のための仕組み

リスク負担軽減
のための仕組み

悪質リフォーム
事業者・事案への対応

悪質リフォーム
事業者・事案への対応

瑕疵担保保険（新築住宅）の転売時の保険
瑕疵担保保険（新築住宅）の転売時の保険

第三者によるリフォーム工事保証・保険制度
第三者によるリフォーム工事保証・保険制度

リフォーム＋売買といった組み合わせへの保険商品の活用
リフォーム＋売買といった組み合わせへの保険商品の活用

【事
業
者
】

建設業法（請負契約）
宅建業法（売買契約）

建設業法（請負契約）
宅建業法（売買契約） 宅建業法（売主、仲介）

宅建業法（売主、仲介）建設業法（５００万円以上）
建設業法（５００万円以上）

建築基準法建築基準法 建築基準法
（１０㎡超増又は過半の修繕のみ）

建築基準法
（１０㎡超増又は過半の修繕のみ）

【
設
計
】

【
工
事
】

義務付け制度 任意制度

普及

【補
助
】

省CO2モデル、高齢者居住安定、

長期優良住宅モデル

省CO2モデル、高齢者居住安定、

長期優良住宅モデル
耐震改修補助、省CO2モデル事業、

高齢者居住安定、長期優良住宅モデル

耐震改修補助、省CO2モデル事業、

高齢者居住安定、長期優良住宅モデル

リスク負担軽減のための仕組み
リスク負担軽減のための仕組み

課題


